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１　計画策定の背景

　近年、地球温暖化をはじめとする地球環境問題が深刻化しており、気候変動に起因する
とみられる降水量や降水パターンの変化、海水面の上昇による地下水の塩水化など、水資
源にも大きな影響が生じています。

　地球温暖化防止に関しては、国全体で温室効果ガスの排出量削減に取り組んでおり、地
球温暖化以外でも、国内においては高度成長期以降の都市部への人口集中などに伴い、廃
棄物の増加、緑の喪失、大気汚染、水質汚濁など、地域における環境問題への対応が重要
な課題となり、国や自治体、企業などの各主体が環境保全対策に取り組んでおりますが、
今後もより効果的な取組を進め、良好な環境を将来の世代に引き継ぐことが求められてい
ます。

　川崎市では、平成３年に「環境基本条例」を制定するとともに、平成６年には同条例に
基づく「環境基本計画」を全国に先駆けて策定し、地球温暖化の防止や循環型社会の形成
に向けた取組を進めてきました。

　そのような中、平成２２年４月に水道事業、工業用水道事業及び下水道事業を所管する
上下水道局を設置しました。

　本市の水道水は、相模川・酒匂川水系などの表流水を浄水場で浄水処理した後、安全・
安心な水道水として皆様の御家庭にお届けしており、使用された水は、下水道により排除
し、水処理センターで汚水処理を行い、きれいな水として川や海に放流することで自然環
境を守っており、このような上下水道局の事業活動は、自然の中における水循環の一部を
有効に利用・維持することで成り立っています。

　しかし、これらの事業活動において、上下水道局では電力など多くの資源・エネルギー
を消費するとともに、汚泥や建設副産物など多くの廃棄物を排出しており、地球環境に与
える影響は少なくないことから、上下水道局では、平成２３年に環境施策を総合的かつ計
画的に推進するため、平成２３年度から平成２５年度までを取組期間とする「上下水道局
環境計画」を策定しました。

　平成２３年３月の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故を教訓に、我が
国のエネルギー政策は大きな転換期を迎え、依然として電力供給にも厳しいところがある
ことや、平成２５年９月に気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）により公表された
第５次評価報告書第１作業部会報告書において、２０世紀半ば以降の温暖化の主な原因は
人間の活動による可能性が極めて高いという科学的根拠が示されたことなどから、当局に
おいても引き続き環境に配慮した事業運営を行うことが求められています。

　また、平成２１年に「地球温暖化対策の推進に関する条例」を制定し、平成２２年には
同条例に基づく「地球温暖化対策推進基本計画」を策定し、市・事業者・市民の各主体に
よる取組を進めています。

第１章 計画の基本的事項
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２　計画策定の目的

　上下水道局では、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業（以下「上下水道事業」と
いう。）における環境施策を総合的かつ計画的に推進するために、３か年（平成２３年度
～平成２５年度）を計画期間とする「上下水道局環境計画」を平成２３年度に策定し、環
境に配慮した取組を進めてきました。
　本計画は、これまでの環境施策や社会情勢等を踏まえ、改めて基本理念や環境方針、上
下水道事業における各取組内容を示し、引き続き環境に配慮した事業運営を行っていくた
めに策定するものです。

３　計画の位置付け

　本計画は、「川崎市水道事業の中長期展望」、「川崎市工業用水道事業の中長期展望」
及び「川崎市下水道基本構想」を上位計画とし、川崎市の環境関連計画等との整合を図り
ながら、上下水道局におけるすべての環境施策を総合的かつ計画的に推進するための計画
とします。

４　計画期間

　本計画は、水道事業・工業用水道事業の中長期展望や下水道基本構想を踏まえた関連す
る個別計画との期間的な整合性を考慮し、平成２６年度から平成２８年度までの３か年を
計画期間とします。

上下水道事業

国（関連法令、水道・下水道ビジョン等）

環境行政

環境計画

環境基本計画

地球温暖化対策推進基本計画
水環境保全計画など

（上水・工水・下水）

関連する個別計画

上下水道局

（上水・工水）中長期展望
（下水）基本構想

川崎市
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１　基本理念及び環境方針

　本計画に基づく環境施策の取組を推進するに当たり、以下のとおり基本理念及び環境方針
を定め、すべての職員の共通認識を図りながら、基本理念の実現をめざすものとします。

第２章 環境方針及び施策体系

上下水道事業は、貴重な水資源を水道水・工業用水として供給し、排出される下水を

処理し、放流する過程において、電力など多くの資源・エネルギーを消費しており、地

球環境に与える影響は少なくありません。

川崎市上下水道局は、環境と経済が調和した低炭素社会、持続可能な循環型社会の構

築をめざして、温室効果ガス排出量の削減や資源・エネルギーの循環促進などに率先し

て取り組み、環境に配慮した事業を行うことにより、地球環境の保全に貢献し、良好な

環境を将来の世代に引き継ぎます。

基 本 理 念

環 境 方 針

Ⅰ 地球温暖化対策の推進

省エネルギーの徹底や再生可能エ

ネルギー源の有効利用により、温室

効果ガスの排出量を削減し、地球温

暖化の防止に貢献します。

Ⅲ 健全な水循環・水環境の創出

水資源の確保と有効利用、下水道

機能の維持・向上により、健全な水

循環と良好な水環境を創出します。

Ⅱ 資源・エネルギーの循環促進

廃棄物の抑制・リサイクルや資

源・エネルギーの有効利用を促進し、

循環型社会の構築に貢献します。

Ⅳ 環境に配慮した行動の促進

法令や計画に基づく環境管理を適

正に行うとともに、環境技術の研究

開発と情報発信、環境意識の向上に

取り組みます。



（２）事業場指導及び水処理センターの適切な水質管理

（３）高度処理の推進

（４）合流式下水道の継続的な改善

（２）安全な飲料水の確保

３　ヒートアイランド現
　　象の緩和

（１）施設における植栽の保全と緑化整備

２　良好な水環境の創出 （１）下水道未普及地域の解消及び水洗化の促進

２　資源・エネルギーの
　　有効利用

（１）汚泥焼却熱を利用した温水プール

（２）高度処理水の有効利用

Ⅲ　健全な水循環・
　　水環境の創出

１　水資源の確保・有効
　　利用

（１）水源地の水質確保

Ⅱ　資源・エネルギー
　　の循環促進

１　廃棄物の抑制・リサ
　　イクル

（１）浄水発生土の有効利用

（２）下水汚泥の有効利用

（３）再生資源利用の促進
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２　施策の方向性及び取組事項

　４つの環境方針の下で、以下のとおり環境施策の方向性を示し、取組事項として掲げる
２８の施策を着実に推進するものとします。

環境方針 施策の方向性 取組事項

Ⅰ　地球温暖化対策
　　の推進

１　省エネルギー及び
　　温室効果ガスの削減

（１）省エネルギー型機器の採用

（２）自然流下方式による取水・送水・配水

（３）下水汚泥の高温焼却による温室効果ガスの削減

（４）ろ過池の自己水逆洗方式による動力エネルギーの削減

２　再生可能エネルギー
　　源の有効利用

（１）小水力発電の実施

（２）太陽光発電システムの導入

（３）水資源の有効利用の促進



環境方針 施策の方向性 取組事項

Ⅳ　環境に配慮した
　　行動の促進

１　事業活動における
　　適正な環境管理

（１）市役所の率先した環境配慮の取組

（２）環境技術を活かした国際貢献の推進

（２）省エネ法に基づくエネルギー管理の取組

（３）温対法及び温対条例に基づく温室効果ガス削減の取組
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（３）環境計画年次報告書の公表

（２）市民の環境学習の推進と広報活動の充実

３　環境意識の向上に
　　向けた取組の推進

（１）職員の環境意識の向上

２　環境技術の研究開発
　　及び活用

（１）下水道技術の研究開発

（４）ＩＳＯ１４００１認証取得・更新

《凡例》

各取組事項（Ｐ６～Ｐ２７）の標題の右側には、次の区分により対象事業等の表示を

設けています。

上水 ＝ 水道施設において、又は水道事業者として取り組むもの

工水 ＝ 工業用水道施設において、又は工業用水道事業者として取り組むもの

下水 ＝ 下水道施設において、又は下水道事業者として取り組むもの

共通 ＝ 事業者（企業体）として局全体で取り組むもの



◆　施設・設備の更新や事業所の改築等に合わせて、高効率型の受変電設備や送風設備、ガス
　空調設備、照度コントロール型の照明設備などを採用し、省エネルギー化を図っています。

【今後の取組】

　水道事業及び工業用水道事業は、浄水処理工程における薬品注入設備や沈でん池等の運
転、配水池や配水塔に送水するためのポンプ設備など、施設の運転に多くの電力を消費し
ています。
　下水道事業は、下水処理や汚泥処理工程において、送風設備、ポンプ設備など、施設の
運転に多くの電力を消費しています。また、汚泥の焼却時には、二酸化炭素（ＣＯ２）と

比べて温室効果の高い、一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）が排出されています。

　上下水道局では、川崎市の環境関連計画等との整合を図りながら、消費エネルギーを低
減し、温室効果ガスの排出量を削減するため、以下の取組を進めていきます。

Ⅰ-１　省エネルギー及び温室効果ガスの削減

Ⅰ-１-(１) 省エネルギー型機器の採用 上水 工水 下水

　軸浮上式ターボブロワは、高速電動機のロータ
の軸端に羽根車を直接取付けたブロワで、磁気ま
たは空気によりロータを浮上させる非接触式のた
め、発熱が少なく潤滑油装置や冷却水装置などの
補機が必要ありません。
　また、回転制御はインバータを採用しており、
従来機より効率の良い風量制御を実現しました。

◆　下水道施設において、エネルギー使用量の大きい送風機は、省エネ効果の高い軸浮上式タ
　ーボブロワ（送風機）を順次採用します。
　　加瀬水処理センターにおいては、平成２４年度までに全８台の送風機のうち４台が軸浮上
　式ターボブロワに更新しました。
　　さらに、平成２６年度には２台を軸浮上式ターボブロワに更新する予定であり、このこと
　による削減電気量は約７万kWh／年を見込んでおり、ＣＯ２に換算すると約３２ｔ／年の削減

　を予定しています。

◆　水道施設（工業用水道施設を含む。以下同じ。）において、エネルギー使用量の大きい送
　水ポンプは、更新時に合わせて、高効率のものを採用します。
　　稲田取水所においては、平成２６年度に送水ポンプを高効率型機器に更新を行う予定であ
　り、このことによる削減電気量は約１００万kWh／年を見込んでおり、ＣＯ２に換算すると約

　４６４ｔ／年の削減を予定しています。

軸浮上式ターボブロワ
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第３章 具体的な取組事項

Ⅰ 地球温暖化対策の推進



約2,000,000

約5,190,000

＜スケジュール＞

＜各設備の年間予定電気使用量（ｋＷｈ／年）＞

Ⅰ-１-(２) 自然流下方式による取水・送水・配水 上水 工水

約12,600,000

約8,300,000

約5,120,000

約3,000,000平成２４年度（実績）

平成２５年度（見込み）

平成２６年度（目標）

平成２７年度　水道事業　　　　潮見台配水所及び鷺沼配水所の送水ポンプ更新
　　　　　　　工業用水道事業　平間配水所の送水ポンプ更新
　　　　　　　下水道事業　　　江川ポンプ場の照明器具をLED照明に更新

平成２６年度　工業用水道事業　稲田取水所の送水ポンプ更新
　　　　　　　下水道事業　　　加瀬水処理センター南系ブロワの一部更新
　　　　　　　　　　　　　　　入江崎水処理センター東系最終沈殿池の一部におけ
　　　　　　　　　　　　　　　る汚泥掻き寄せ機の更新

生田浄水場送水ポンプ
（工水）

稲田取水所送水ポンプ
（工水）

加瀬水処理センター
ブロワ（下水）

平成２８年度　下水道事業　　　入江崎水処理センター管理棟の照明器具をLED照明に、
　　　　　　　　　　　　　　　変圧器をトップランナー機器に更新

平成２７年度　水道事業　長沢浄水場　第２期工事完成

平成２８年度　水道事業　長沢浄水場　全量運用開始（28万m
3
／日）
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◆　水道事業及び工業用水道事業における取水・送水・配水地点の地形高低差を最大限に活か
　した自然流下による水道システムにより、電気使用量を抑制しています。

【今後の取組】

◆　現在、浄水場の統廃合による基幹施設の再構築を行っており、今後も自然流下を基本とし
　た水道施設の整備を進めます。

＜スケジュール＞

平成２７年度（目標）

平成２８年度（目標）



平成２５年度（見込み）

高温焼却工事中平成２６年度（目標） 高温焼却運転開始 約31,000

平成２７年度（目標）

平成２８年度（目標） 高温焼却運転開始 約29,000

ろ過池・配水池等更新工事

下水

上水

【今後の取組】

Ⅰ-１-(４)

Ⅰ-１-(３)

◆　長沢浄水場ろ過池における、ろ過砂の逆洗方式を自己逆洗方式とすることで、洗砂水槽へ
　揚水するポンプ動力を削減します。このことによる平成２８年度の削減電気量は約５万８，
　０００kWh／年を見込んでおり、ＣＯ２に換算すると約２７ｔ／年の削減を予定しています。

下水汚泥の高温焼却による温室効果ガスの削減

ろ過池の自己水逆洗方式による動力エネルギーの削減

＜長沢浄水場　ろ過池洗浄に係るポンプ（表洗ポ
ンプ・逆洗ポンプ）の年間電気使用量（ｋＷｈ／
年）＞

２系
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平成２６年度　水道事業　長沢浄水場

　　　　　　　１系稼働中（14万m
3
／日）

平成２８年度　水道事業　長沢浄水場

　　　　　　　全量運用開始（28万m
3
／日）

平成２８年度（目標）

平成２５年度（見込み）

平成２４年度（実績）

平成２６年度（目標）

平成２７年度（目標）

約4,200

約62,000

約2,300

【今後の取組】

＜スケジュール及び入江崎総合スラッジセンターのＮ２Ｏ排出量(ｔ－ＣＯ２)＞

1系

燃焼温度によるＮ２Ｏ排出量の比較

◆　入江崎総合スラッジセンターに集約された下水汚泥を
  焼却処理する際、汚泥に含まれている窒素分が熱分解に
　よって一酸化二窒(Ｎ２Ｏ )として大気中に放出されます。

  一酸化二窒素は、二酸化炭素(ＣＯ２ )の３１０倍もの温

  室効果を持っています。稼動開始当初は、８００℃程度
  で焼却炉を燃焼していましたが、高温で燃焼することに
  より、一酸化二窒素を大幅に削減できることから、設備
  などの更新や、運転面での工夫を進める中で、現在
　８３０℃まで温度を上げて燃焼をしています。さらに高
  温（８５０℃）での燃焼を行うことで、より一層の一酸
  化二窒素を削減できることから、高温焼却が可能となる
  よう、段階的な設備更新に取り組んでいます。

◆　入江崎総合スラッジセンターでは、全４系列（１台予備）焼却炉が設置されており、これ
　まで汚泥の高温焼却（８５０℃）を可能とするために必要な耐火物の更新（１～３系）を行
　ってきました。引き続き行っている３系排ガス処理設備の更新が平成２５年度までに完了す
　ることで、３系の高温焼却（８５０℃）が可能となります。
　　今後も継続して高温焼却に向けた取組を進め、計画期間内において約４,０００ｔ－ＣＯ２

　のＮ２Ｏの削減をめざします。

３系 ４系 Ｎ２Ｏ排出量(ｔ－ＣＯ２)

平成２４年度（実績）
８３０℃

燃焼を継続

最終処分形
態のあり方

を検討

８３０℃燃焼を継続
高温焼却工事中

８３０℃
燃焼を継続

約33,000

0
0.0002
0.0004
0.0006
0.0008
0.001
0.0012
0.0014
0.0016

0.0015 

0.001

0.0006

(単位：ｔ‐N２O/wet‐ｔ)

800℃燃焼時

（算定省令）

850℃燃焼時

（算定省令）

【高温焼却】

830℃燃焼時

（参考：実測より）



水道施設における小水力（マイクロ水力）
発電のしくみ

＜導入効果＞

【今後の取組】
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平成２４年度（実績）

＜スケジュール＞

平成２７年度　　　工業用水道事業　平間配水所小水力発電設備着工
平成２８年度　　　工業用水道事業　平間配水所小水力発電設備稼働
平成２９年度以降　下水道事業　　　西系再構築の完成時には１０万ｋＷｈ／年の
　　　　　　　　　　　　　　　　　電力を発電

＜江ヶ崎発電所・鷺沼発電所の年間発電量（ｋＷ
ｈ／年）＞

◆　江ヶ崎・鷺沼発電所及び入江崎水処理センターにおける小水力発電については、今後も引
　き続き実施し、ＣＯ２の削減に貢献します。

◆　平間配水所の再構築に合わせ、小水力発電を導入します。

◇　入江崎水処理センター西系再構築施設の完成時には、導入に伴う効果として、発電量約
　１０万ｋＷｈ／年、約４６ｔ／年のＣＯ２ 削減を見込んでいます。平成２３年６月に稼動し

　た入江崎水処理センター西系再構築施設（Ⅰ期事業（１／２系列））においては約２万
　８，０００ｋＷｈ／年の発電量、約１３ｔ／年のＣＯ２削減を見込んでいます。発電した電

　気は全量、施設内で有効利用します。

944,570

平成２５年度（見込み） 1,070,000

平成２８年度（目標）

平成２６年度（目標）

平成２７年度（目標）

◆　江ヶ崎発電所及び鷺沼発電所において、浄水場と配水池の高低差から生じる自然流下によ
　るエネルギーを利用した小水力発電（マイクロ水力発電）を実施しています。

◆　平成２３年６月より入江崎水処理センター新西系施設が稼働したことに伴い、小水力発電
　設備の運転を開始しました。

◇　江ヶ崎発電所及び鷺沼発電所においては、引き続き小水力発電を行い、年間発電基準電力
　量（＊）１０７万ｋＷｈ／年（江ヶ崎：５４万ｋＷｈ、鷺沼：５３万ｋＷｈ／年　）の発電
　に取り組んでいきます。これにより、約５００ｔ／年の二酸化炭素（ＣＯ２ ）削減を見込ん

　でいます。

Ⅰ-２　再生可能エネルギー源の有効利用

　再生可能エネルギー源の利用は、経済的な面での効果に加えて、エネルギーの利用段階
で温室効果ガスをほとんど排出しないことから、地球温暖化対策の推進にも大きく貢献し
ます。
　上下水道局では、施設の特性を活かした自然エネルギーを有効に利用するため、以下の
取組を進めていきます。

Ⅰ-２-(１) 小水力発電の実施 上水 工水 下水

＊年間発電基準電力量＝配水量の年間実績から発電量を算出し、水の運用状況や発電機の点検に必要な停止日数
を考慮した計画値



平成２６年度（目標） ―

平成２７年度（目標） ―

平成２８年度（目標） 690,000

＜平間配水所小水力発電の年間発電量（ｋＷｈ／
年）＞（予定）

平成２４年度（実績） ―

平成２５年度（見込み） ―

平成２５年度（見込み）

平成２６年度（目標）
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平成２７年度（目標）

平成２８年度（目標）

28,000

＜入江崎水処理センター小水力発電の年間発電量
（ｋＷｈ／年）＞

平成２４年度（実績） 25,000

入江崎水処理センター西系再構築施設(Ⅰ期事業(1/2系列))

処理水

小水力発電設備設置箇所

平間配水所（予定）

発電電力：約80kW
年間総発電量：690,000kWh
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長沢浄水場

◆　太陽光発電システムは、太陽の光で電気をつくることができるため、温室効果ガスの削減
　につながります。再構築計画に基づく施設整備において、長沢浄水場等に太陽光発電システ
　ムを導入することとしました。

＜スケジュール＞

【今後の取組】
◆　長沢浄水場ろ過池覆蓋（＊）上部、配水池及び雨水調整池の上部に太陽光発電システムを
　導入し、場内使用電力の抑制に寄与します。これにより平成２７年度から約１１３万ｋＷｈ
　の年間発電量、約５２０ｔの二酸化炭素（ＣＯ２）の削減を見込んでいます。

◆　生田配水池の更新に合わせ、配水池上部に太陽光発電システムを導入します。これにより
　平成２９年度から約９９万９，０００ｋＷｈの年間発電量、約４６０ｔのＣＯ２の削減効果

　を見込んでおります。

◆　各下水道施設（水処理センター・ポンプ場）の上部を利用した太陽光発電システムの導入
　について検討を進めていくとともに、入江崎水処理センター西系再構築事業において、Ⅱ期
　事業完成に合わせ施設上部を有効利用した太陽光発電システムの導入について検討を進めま
　す。

平成２７年度　　　水道事業　　長沢浄水場　太陽光発電システム稼働
　　　　　　　　　水道事業　　生田配水池　太陽光発電システム着工
平成２９年度以降　水道事業　　生田配水池　太陽光発電システム稼働
　　　　　　　　　下水道事業　入江崎水処理センター　太陽光発電システム着工（計画中）

＜長沢浄水場太陽光発電の年間発電量（ｋＷ
ｈ／年）＞

生田浄水場（生田配水池）

入江崎水処理センター（計画中）

平成２６年度（目標） ―

平成２７年度（目標） 1,130,000

平成２４年度（実績） ―

平成２５年度（見込み） ―

平成２８年度（目標）

Ⅰ-２-(２) 太陽光発電システムの導入 上水 下水

ろ過池

太陽光発電 264kW

配水池

太陽光発電 612kW

雨水調整池

太陽光発電 279kW

設置スペース：9,700㎡

発電電力：1,155kW

年間総発電量：1,130,000kWh

生田配水池

太陽光発電 約1,000kW

設置スペース：9,600㎡

発電電力：約1,000kW

年間総発電量：約999,000kWh

＊覆蓋（ふくがい）＝おおいかぶせるもの

設置スペース：4,800㎡

発電電力：約320kW

年間総発電量：約322,000kWh

西系再構築施設

太陽光発電 約320kW



◆　施設の敷地内について、周辺の自然環境や景観に配慮しながら、植栽の保全に取り組みま
　す。
◆　施設再構築計画に伴う長沢浄水場の場内整備において、浄水場の運転管理に適した植栽等
　を可能な限り配置し、緑化整備をすることについて検討しています。
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Ⅰ-３　ヒートアイランド現象の緩和

　ヒートアイランド現象は、都市化の進展に伴い、地表面被覆の人工化、オフィスや自動
車からの人工排熱の増加などにより、気温が周辺域よりも高くなる現象です。川崎市内で
もその現象が見られることから、緑と水の確保、排熱の抑制など、ヒートアイランド対策
を進めています。
　上下水道局においても、ヒートアイランド現象の緩和に向けて、以下の取組を進めてい
きます。

Ⅰ-３-(１) 施設における植栽の保全と緑化整備 上水 工水 下水

【今後の取組】

長沢浄水場 麻生水処理センター

◆　樹木には、温室効果ガスである二酸化炭素（ＣＯ２）の吸収をはじめ、大気の浄化、騒音の

　緩和など、良好な生活環境を保つための多様な機能があります。水道施設や下水道施設の敷
　地内に樹木を配置して適切な植樹管理を行うことにより、施設の景観の向上を図るとともに、
　ヒートアイランド現象の緩和に寄与しています。



◆　平成７年度に稼動した入江崎総合スラッジセンターでは、市内４か所の水処理センターで
　発生する下水汚泥を集約処理しており、この汚泥焼却灰を資源として捉え、平成１１年度か
　らセメント原料として有効利用しています。平成２２年度は３，４５７ｔの焼却灰をリサイ
　クルしましたが、平成２３年３月に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発
　電所の事故の影響で、下水汚泥焼却灰等から放射性物質が検出されたことに伴い、平成２５
　年度現在も焼却灰の有効利用を中断し、安全性などについて検討を進めています。

【今後の取組】
◆　循環型社会の構築を目指し、汚泥燃料化など様々な技術について実用化の可能性について
　検討を行い、資源・エネルギー有効利用の促進に努めます。
　　なお、有効利用を一時中断している汚泥焼却灰については、国からの通知等を踏まえその
　対応方針について全庁的な検討を進めていきます。
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100%

Ⅱ-１-(２) 下水汚泥の有効利用 下水

平成28年度（目標） 6,900 t 1,000 t 5,900 t 700 t 700 t

100%

平成27年度（目標） 5,500 t 1,000 t 4,500 t 700 t 700 t 100%

平成26年度（目標） 5,500 t 1,000 t 4,500 t 700 t 700 t

100%

平成25年度（目標） 6,000 t 1,000 t 5,000 t 700 t 700 t 100%

平成24年度（実績） 6,557 t 1,002 t 5,555 t 493 t 493 t

◆　長沢浄水場では、浄水処理過程で発生
　する発生土を平成１０年度からセメント
　原料として有効利用してきました。平成
　２０年度には、道路工事の埋め戻し土（
　改良土）として利用することが可能とな
　り、平成２４年度は、長沢浄水場及び生
　田浄水場の発生土を１００％有効に利用
　しています。

【今後の取組】
◆　今後も引き続き、浄水発生土の排出量
　を抑制するとともに、発生土の有効利用
　１００％を維持します。

＜浄水発生土の有効利用について＞

長沢浄水場

粒状改良土プラント

生田浄水場
利用率

排出量 セメント原料 改良土 排出量 改良土

Ⅱ-１　廃棄物の抑制・リサイクル

　持続可能な循環型社会を構築するためには、浄水・下水の処理過程で生じる発生土及び
汚泥、水道・下水道工事で発生する建設副産物、事業所から排出される廃棄物などの減量
化を図るとともに、廃棄物のリサイクルを進めていかなければなりません。
　上下水道局では、循環型社会の構築に向けて、以下の取組を進めていきます。

Ⅱ-１-(１) 浄水発生土の有効利用 上水 工水

Ⅱ 資源・エネルギーの循環促進
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Ⅱ-１-(３) 再生資源利用の促進

平成２４年度（実績）

平成２５年度（見込み）

平成２６年度（目標）

平成２７年度（目標）

平成２８年度（目標）

82

＜再生資源利用率（％）＞

79.2 93.2

再生資源利用のイメージ

◆　上下水道工事については、今後も引き続き再生資源の積極的な利用に取り組んでいきます。

下水汚泥処理工程から発生する資源・エネルギーの利活用のイメージ

上水 工水 下水

93

水道工事 下水道工事

◆　上下水道工事（工業用水道を含む。）に使用する建設資材については、再生資源材料を積
　極的に活用していきます。

【今後の取組】

水処理センター

入江崎 加瀬 等々力 麻生

脱水機濃縮機混合槽 焼却炉

セメント原料

灰利用

余熱利用

リサイクル施設

上下水道工事

建設副産物 工事資材

搬入

発生

再生

活用

焼却灰から放射性

物質が検出された

ため一時中断
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Ⅱ-２-(２) 高度処理水の有効利用

入江崎余熱利用プール

江川せせらぎ水路

【今後の取組】
◆　今後も引き続き、汚泥焼却工程から発生する余熱の有効利用を進めます。

◆　入江崎水処理センターでは、高度処理した下水再生水を川崎ゼロ・エミッション（＊）工
　業団地に提供しており、再生紙を製造する過程で利用されています。
　  平成２５年度の提供水量は、４７４万５，０００ ／年（日平均１３，０００ ）の見込
　みです。
　　また、高度処理水を場内のせせらぎ水路に送水し水辺空間の創出を図っています。
◆　下水道の整備により河川としての役割を終えた江川を、せせらぎ水路（矢上川合流部～太
　陽第一幼稚園付近）として整備し、等々力水処理センターの高度処理水を送水して、水辺環
　境の回復を図っています。

【今後の取組】
◆　引き続き、入江崎水処理センターでは、高度処理水を場内のせせらぎ水路に送水して水辺
  空間の創出を図るとともに、川崎ゼロ・エミッション工業団地に提供していきます。

◆　等々力水処理センターでは、高度処理
　水を江川せせらぎ水路に送水して水辺環
　境の回復を図っていきます。
◆　各水処理センター内では機械の冷却水
　等にも利用していきます。
　　今後は高度処理水の有効利用を継続し、
　循環型社会の構築に貢献するとともに、
　施設の再構築、高度処理化にあわせた再
　生水のさらなる利用について検討を行っ
　ていきます。

＜熱供給量＞
◇　平成２４年度の熱供給量は、電力量に
　換算すると一般家庭約２，１９０世帯の
　年間使用電力量に当たる約７３７万kWh
　／年です。また、熱の有効利用による二
　酸化炭素（ ＣＯ２ ）の削減効果は、約

　３，４００ｔ／年となります。

＜利用者数＞
◇　平成２４年度の利用者数は、８万８３
　７人（一般利用３万８，２９８人、水泳
　教室４万２，５３９人）です。

◆　平成８年度から、入江崎総合スラッジセンターの汚泥焼却工程から発生する余熱を、隣接
　する入江崎余熱利用プールや管理棟の空調・給湯設備などの熱源として利用しています。
　　なお、余熱利用プールは、平成１７年度から指定管理者制度を導入し、効率的な運営を行
　っています。

下水

Ⅱ‐２　資源・エネルギーの有効利用

　下水処理や汚泥焼却の過程において、高度処理水や焼却熱など、利用可能な資源・エネ
ルギーが生じます。これらを有効利用することにより、循環型社会の構築に寄与するとと
もに、地球温暖化の防止にも貢献することができます。
　上下水道局では、資源・エネルギーの循環を促進するため、以下の取組を進めていきま
す。

Ⅱ-２-(１) 汚泥焼却熱を利用した温水プール 下水

＊ゼロ・エミッション＝産業活動から排出される廃棄物を他の産業の資源として活用し、全体として廃棄物を出さ
ない生産のあり方をめざす構想



◆　相模湖では、貯水容量の回復を図るため、平成５年度から神奈川県や他の水道事業体と共
　同で、湖底に堆積した土砂の浚せつを行っています。
◆　相模湖及び津久井湖は、富栄養化によりアオコ等が異常繁殖したことから、平成３年度か
　ら神奈川県や他の水道事業体と共同で、エアレーション装置（＊）を設置し、湖の温度を下
　げることにより繁殖を抑制しています。

【今後の取組】

相模湖での浚せつの様子

Ⅲ‐１　水資源の確保・有効利用

　水道事業及び工業用水道事業は、基本的使命である「安全で良質な水の安定供給」を実
現するため、水源地において必要な水量と良好な水質を確保し、浄水処理した水を市内の
各家庭、事務所や工場などに無駄なく届けることが求められています。また、届けた水を
市民の皆様に大切に使っていただくことも、環境にやさしい循環型社会を構築するために
重要であると考えています。
　上下水道局では、健全な水循環の確保と水質保全に向けて、以下の取組を進めていきま
す。

Ⅲ-１-(１) 水源地の水質確保 上水 工水

◆　相模貯水池における浚せつを行い、仮
　置・水切りした土砂を有効活用（埋立・
　骨材・養浜利用等）しながら処分します。
◆　アオコの発生を抑制するため、相模湖
　・津久井湖におけるエアレーション装置
　等の維持管理を行います。

◆　水源の水質保全対策として、神奈川県内の水道事業体等と共同で、農薬やダイオキシン類
　等の調査、国や農協等に対する水質保全の要請、水質事故の伝達訓練、水道に関する講演会
　の開催などを毎年実施しています。
◆　年度ごとに策定する水質検査計画（＊）に基づき、水源から給水栓までの水質検査を定期
　的に行い、安全な飲料水の確保に努めています。
【今後の取組】
◆　今後も引き続き、神奈川県内の水道事業体等と連携して、水源の水質保全に係る取組を実
　施します。
◆　水安全計画（＊）に基づき、水源から蛇口までのリスクマネジメントを行い、より一層の
　水道水の安全性を確保します。水安全計画は、PDCAサイクルにより継続的改善を行います。
◆　水道水中の放射性物質の検査については、引き続き国の方針に従って行っていきます。
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Ⅲ-１-(２) 安全な飲料水の確保 上水

水質調査の様子

Ⅲ 健全な水循環・水環境の創出

＊エアレーション装置＝湖に揚水筒という筒を立て、筒の底から空気を注入することで大きな泡をつくり、この泡
と一緒に湖底の冷たい水を湖の表面に運ぶことにより、アオコの発生を防ぐもの

＊水質検査計画＝水道法施行規則では、水道事業者に対
して、採水の場所、検査項目、検査の回数などを定めた
「水質検査計画」の策定を義務付けており、毎年度、
ホームページなどで公表しています。
＊水安全計画＝WHO（世界保健機構）では、食品分野
の衛生管理手法の考え方を導入し、水源から給水栓に至
るすべての段階で危害評価と危害管理を行い、安全な水
の供給を確実にする水道システムを構築する「水安全計
画」を提唱しており、厚生労働省からも、水道事業者に
対して策定するよう推奨しています。



Ⅲ-１-(３) 水資源の有効利用の推進 上水

平成２４年度（実績） 93.28

◆　水資源の有効活用を行うために、漏水防止計画に基づく適切な地下漏水調査を実施し、漏
　水の早期発見に努めています。また、漏水の予防的対策のために、老朽配水管更新計画や老
　朽給水管（鉛管）更新計画に基づき、計画的な更新を行っています。

漏水調査の様子

＜有効率（％）（＊）＞
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平成２５年度（目標） 93.41

平成２６年度（目標） 93.56

平成２７年度（目標） 93.70

平成２８年度（目標） 93.85

【今後の取組】
◆　第７次漏水防止計画に基づき、漏水の発見に努め、有効率向上に努めていきます。
◆　老朽配水管、老朽給水管の計画的な更新を進めていきます。

＊有効率（（年間有効水量／年間配水量）×１００）＝水道施設及び給水装置を通して給水される水量がどの程度
有効に使われているかを示すもので、有効水量には、料金収入のある水量のほか、局事業用に使用された水量など、
使用上有効とみなされる料金収入のない水量も含まれます。



◆　現在、市内のほとんどの地域で下水道を利用できるようになり、河川や海域の水質が改善
　されています。
◆　未水洗化家屋への戸別訪問や広報活動により、水洗化を促進しています。

◆　公共用水域の水質保全に果たす下水道の役割は大きく、事業場（＊）に対して、排除基準
　を遵守するよう指導するとともに、未規制の有害物質等についても、削減に向けた指導・啓
　発を行っています。
◆　水処理センターの運転管理を適切に行い、良質で安定した放流水質を維持しています。

【今後の取組】
◆　有害物質等の排出量削減のため、事業
　場に対する指導・啓発を継続して行うと
　ともに、新たに排水規制に加わると予想
　される項目の調査を行います。
◆　今後も引き続き、水処理センターの運
　転管理を適切に行い、放流水質を維持し
　ます。
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＜下水道普及率・水洗化率＞
◇　平成２４年度末の下水道普及率（＊）は９９．４％、水洗化率（＊）は９９．３％です。

【今後の取組】
◆　主な下水道未普及地域は、区画整理区域、都市計画道路、河川区域沿いであり、今後も関
　係事業者や管理者と協議・調整を進め、下水道未普及地域を解消し、下水道普及率１００％
　をめざします。
◆　今後も引き続き、未水洗化家屋の解消に向けた取組を進めます。

Ⅲ-２-(２) 事業場指導及び水処理センターの適切な水質管理 下水

Ⅲ‐２　良好な水環境の創出

　下水道事業は、家庭や工場から排出される汚水をきれいにして、川や海などの公共用水
域に戻す役割を担っており、快適な市民生活を実現するためには、下水道機能を健全な状
態で維持することが不可欠です。
　上下水道局では、公共用水域の水質保全を実現し、健全な水循環と良好な水環境を創出
するため、以下の取組を進めていきます。

Ⅲ-２-(１) 下水道未普及地域の解消及び水洗化の促進 下水

＊事業場＝下水道を使用する特定事業場及び一定基準以上の水質に係る下水を排除する事業場
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Ⅲ-２-(３) 高度処理の推進 下水

◆　閉鎖性水域である東京湾における環境基準の達成・維持や富栄養化対策として、「東京湾
　流域別下水道整備総合計画（＊）」に基づき、関係自治体が連携して高度処理施設の導入を
　進めており、川崎市においても、次のとおり導入を進めています。
　＜導入経過＞
　◇　平成１２年度－麻生水処理センターで運転開始　　　　　（１７，２００ ／日）
　◇　平成１４年度－入江崎水処理センター・東系で運転開始　（２０，０００ ／日）
　◇　平成１５年度－等々力水処理センターで運転開始　　　（１３２，０００ ／日）
　◇　平成２３年度－入江崎水処理センター・西系再構築施設（Ⅰ期事業（１/２系列））で
　　　運転開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６４，５００ ／日）
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平成２４年度（実績） 27.0%

【今後の取組】

◆　流域別下水道整備総合計画に基づき、
　平成３６年度までの完了を目指し、入江
　崎水処理センター西系再構築施設Ⅱ期事
　業及び東系高度処理事業、等々力水処理
　センター高度処理事業を推進します。

＜高度処理能力・普及率＞

平成２８年度（目標）

高度処理能力
高度処理

普及率(＊)

233,700ｍ３／日

233,700ｍ３／日平成２５年度（見込み） 27.0%

平成２６年度（目標）

平成２７年度（目標）

＊東京湾流域別下水道整備総合計画＝東京湾の水質環境基準を達成維持することを目的とした下水道法に基づく
計画で、本市の下水道計画の上位計画に当たるもの

＊高度処理普及率＝全高度処理能力／全計画処理能力

Ｈ12 62,800 17,200

合計 864,200 233,700

― 0168,900

Ｓ57．11 Ｈ15 313,900 132,000

高度処理

運転開始

年

計画処理能力

（ ／日）

高度処理能力

（ ／日）

Ｓ36．9 Ｈ14
318,600

20,000

64,500入江崎水処理センター西系再構築施設 Ｈ23

加瀬水処理センター

等々力水処理センター

麻生水処理センター

稼働年

Ｓ48．11

Ｈ1．3

（平成24年度末）

入江崎水処理センター
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Ⅲ-２-(４) 合流式下水道の継続的な改善

平成２８年度（目標）

平成２６年度（目標）

平成２７年度（目標）

＜合流式下水道改善率（＊）（％）＞

平成２４年度（実績）

※　平成３０年度（見込み）　67.1％

下水

◆　合流式下水道は、雨天時にし尿を含む未処理下水が放流され、水質汚染が社会問題化した
　ことから、川崎市では、雨水吐き口やポンプ場などから放流される未処理下水の汚濁負荷や
　放流回数の削減を図るため、昭和５２年度に「合流式下水道雨天時越流水対策」を策定し、
　雨水貯留管・雨水滞水池（＊）などを建設して、汚濁負荷の高い初期雨水対策を進めてきま
　した。平成１６年度には、新たに「合流式下水道緊急改善計画」を策定し、雨水吐き口やポ
　ンプ場から放流される夾雑物（＊）を削減するため、合流改善用スクリーンの設置、ポンプ
　場スクリーンの目幅縮小に取り組みました。また、ポンプ場の雨水沈砂池に滞留している汚
　濁負荷の高い下水が雨天時に放流されることを防ぐため、「ポンプ場のドライ化（＊）」を
　図りました。

57.1

平成２５年度（見込み）

雨水貯留管 雨水滞水池

【今後の取組】

◆　ポンプ場スクリーンの改善に継続して取り組むとともに、平成２０年度に着手した大師河
　原貯留管の建設事業を推進します。

＊雨水貯留管・雨水滞水池＝汚濁負荷の高い初期雨水を一時的に貯留する施設（川崎市では、浸水対策の役割を併
せ持った施設）
＊夾雑物（きょうざつぶつ）＝あるものの中に混じっている余計なもの（下水に含まれるオイルボール、トイレッ
トペーパー、生ごみなどの固形物）
＊ポンプ場のドライ化＝ポンプ場の雨水排水後、次の排水時に腐敗した環境負荷の高い下水が放流されないように
事前に滞留水を沈砂池から取り除くこと

雨水貯留管

雨水ポンプ場

下水処理場
雨水吐

雨水滞水池

＊合流式下水道改善率＝合流式下水道改善面積／合流
式下水道区域面積



◇　廃棄物の削減・リサイクル―パンフレット等の配布部数の見直し、紙類・乾電池・ペット
　ボトル等の分別排出の徹底に努めています。
◇　低燃費車の使用―公用車について、低燃費車の導入を進めています。
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Ⅳ‐１　事業活動における適正な環境管理

　川崎市役所全体の温室効果ガス排出量は、産業部門を除くと市内最大であり、上下水道
局は、環境局に次いで排出量が多いことから、その削減に率先して取り組む必要がありま
す。また、エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）及び地球温暖化対策の推
進に関する法律（温対法）の改正、並びに川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例（温
対条例)の制定により、平成２２年４月からは事業者単位で管理や報告を行うことになり、
特定事業者（省エネ法・温対条例）又は特定排出者（温対法）として上下水道局全体で、
エネルギー管理や温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいます。
　上下水道局では、環境に配慮した事業活動を推進するため、以下の取組を進めていきま
す。

Ⅳ-１-(１) 市役所の率先した環境配慮の取組 共通

◆　川崎市では、地球温暖化対策の推進に当たり、市役所の率先した取組として市の事業活動
　に伴う温室効果ガス排出量を削減するために、エコオフィス管理システムを活用した取組を
　行っています。

＜主な取組＞
◇　グリーン購入の推進―物品等の購入に当たって、環境負荷の少ない電気製品や事務用品な
　どを選択・使用しています。
◇　照明・ＯＡ機器・空調管理―昼休み時などの不要な照明の消灯・ＯＡ機器の省電力設定、
　冷暖房温度（暖房＝１９℃以下、冷房＝２８℃）の維持に努めています。

【今後の取組】

＜低燃費車の導入率＞

147 台

低燃費車の
導入率

60.0%

車両総数のうち
低燃費車数

126 台

133 台

137 台

146 台

209 台

209 台

209 台

平成２４年度（実績）

平成２５年度（見込み）

平成２６年度（目標）

平成２７年度（目標）

◆　引き続き、照明・ＯＡ機器・空調管理などにより、環境に配慮した事業活動を推進します。
◆　公用車は、代替時期に合わせて順次、低燃費車に切り替えます。

70.3%

低燃費車のうち
ハイブリッド車

３台

４台

５台

７台

７台

63.6%

65.6%

69.9%

平成２８年度（目標）

車両総数

210 台

209 台

Ⅳ 環境に配慮した行動の促進
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◇　温対条例に基づく事業活動地球温暖化対策計画書では、局における温室効果ガス排出量に
　ついて、平成２７年度までの削減目標を次のとおり定めています。
　◎　削減目標（Ｈ２４→Ｈ２７）　△約３，９００ｔ－ＣＯ２（３．５％）

＜上下水道局温室効果ガス排出量（ｔ－ＣＯ２）＞

平成２４年度（実績）

平成２５年度（見込み）

平成２６年度（目標）

平成２８年度（目標）

約112,000

約108,000平成２７年度（目標）

Ⅳ-１-(２) 省エネ法に基づくエネルギー管理の取組 共通

【今後の取組】

◆　平成２２年度に省エネ法が改正され、事業者単位でのエネルギー管理が義務付けられてお
　り、局全体が「特定事業者」として指定を受けております。エネルギー管理統括者等の選任、
　中長期計画書・定期報告書の作成・提出を行う中で、エネルギー使用量の把握及び適正管理
　を行っています。

◆　今後も引き続き、省エネルギーの取組を推進する中で、省エネ法に基づく事業者単位（局
　全体）でのエネルギー管理を適正に実施し、中長期における年平均１％以上のエネルギー消
　費原単位（＊）の低減をめざします。

＜省エネ効果が期待できる主な取組内容＞
◇　浄水機能の集約
　◎　浄水場の統廃合による長沢浄水場への機能集約（水道事業）

◇　更新時における主な高効率型機器の採用
　◎　稲田取水所・平間配水所―送水ポンプ
　◎　加瀬水処理センター―南系ブロワ

＜温室効果ガスの削減目標＞

Ⅳ-１-(３) 温対法及び温対条例に基づく温室効果ガス削減の取組 共通

◆　改正温対法の施行後は、「特定排出者」として事業者単位（局全体）の温室効果ガス排出
　量について、所管官庁に報告しています。
◆　温対条例に基づき、局全体が「特定事業者」となり、事業活動地球温暖化対策計画書・結
　果報告書の作成・提出を行っています。

【今後の取組】
◆　今後も引き続き、温対法及び温対条例に基づく事業者単位での温室効果ガス排出量の削減
　に向けて、設備更新に合わせた高効率型機器の採用、下水汚泥の高温焼却に向けた段階的な
　設備更新などの取組を進めます。

＊エネルギー消費原単位＝エネルギー使用量をエネルギー消費と関連のある量で除した値で、エネルギー消費効率
を比較するための単位（省エネ法の努力義務＝年平均１％以上のエネルギー消費原単位の低減）
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◇　グリーン購入の推進

上水 工水

【今後の取組】

◇　廃棄物のリサイクル化
　　紙類の分別回収を徹底し、分別回収し
　た紙類を定期的にリサイクル業者へ計量
　後引き渡します。

＜主な環境目標＞

Ⅳ-１-(４) ＩＳＯ１４００１認証取得・更新

◆　長沢浄水場では、ＩＳＯ１４００１（＊）を平成１４年度に認証取得し、これまでの間、
　更新を重ね、現在まで継続しています。環境汚染の防止、省資源・省エネルギー、廃棄物削
　減等の取組によって環境負荷の低減に努め、「健全な環境」を確保し、持続可能な循環型社
　会の形成に貢献しています。

◆　環境マネジメントシステムの積極的な取り組みの結果、現在では、職員は環境負荷の低減
　化推進に関する高い意識と知識・技能を保持するに達しています。
　　あわせて、本市では市全体で地球温暖化対策を推進しており、長沢浄水場でも同様に取組
　を行っているところです。
　　これらの現状を踏まえ、環境負荷の低減化推進に向け、より良い方向へ見直しを行ってい
　きます。

◇　電気使用量削減
　　照明、空調、ＯＡ機器等のスイッチな
　どの管理により、前年度並みの電力使用
　量（平成２４年度：約４６万４，５００
　ｋＷｈ／年）とすることを目指します。

◇　コピー用紙・ＯＡ用紙の削減
　　１人当たりの紙の使用量について、平
　成２２年度（約２，９００枚）に対し１
　％を目標に削減します。

認証シンボル

＊ＩＳＯ１４００１＝組織活動が環境に及ぼす影響を最小限に食い止めることを目的に定められた環境に関する国
際的な標準規格
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【今後の取組】

◆　東京湾における環境基準の達成・維持や富栄養化対策として、高度処理施設を効率的に整
　備するため、既存施設を最大限に有効活用する高度処理技術（＊）の開発を進めています。
　また、循環型社会の構築に向けて、下水汚泥を資源やエネルギーとして利用する技術の開発
　に取り組んでいます。さらに、新たな下水道技術の研究開発に取り組み、地球温暖化対策や
　省エネルギー対策を進めます。

研究開発中の高度処理技術（＊）の実験プラント 下水汚泥燃料化物

◆　高度処理の導入に向けて、担体を利用した窒素除去技術など、既存施設を最大限に有効活
　用できる高度処理技術の研究開発を進めます。
◆　下水汚泥の資源・エネルギー利用を促進するため、入江崎総合スラッジセンターにおいて、
　汚泥燃料化や原料化に関する技術について研究開発を進めます。
◆　下水道施設における温室効果ガス削減技術や省エネルギー技術など、新たな下水道技術の
　開発に取り組み、地球温暖化対策や省エネルギー対策を進めます。

Ⅳ‐２　環境技術の研究開発及び活用

　地球全体での環境問題が深刻化する中、川崎市の優れた環境関連の技術やノウハウの海
外移転を促進する取組を全市的に進めており、上下水道局においても、環境技術の研究開
発に取り組んでいます。
　上下水道局では環境技術の研究開発及び国際展開を通じて、地球全体の環境問題の解決
に貢献するため、以下の取組を進めていきます。

Ⅳ-２-(１) 下水道技術の研究開発 下水

＊高度処理技術：担体利用酸素循環式硝化脱窒法＋脱窒ろ過法＝酸素活性汚泥法の反応タンク(硝化槽)に、微生物
を固定化するための担体を投入し、下水中の窒素を効率的に硝化するとともに、前段の脱窒槽と後段の脱窒ろ床に
おいて、硝化した窒素を脱窒することを特徴とする下水の処理方法
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Ⅳ-２-(２) 環境技術を活かした国際貢献の推進

研修生・視察者の受入れ

【今後の取組】
◆　民間企業と川崎市が参画し、関係省庁・団体の協力を得ながら水ビジネスを推進するプラ
　ットフォーム「かわさき水ビジネスネットワーク」(かわビズネット：平成２４年８月設立)
　を通じ、水ビジネスの実現による世界の水環境改善への貢献を目指すため、案件形成に向け
  たサポート等に取り組んでいきます。

◆　上下水道の事業運営の技術・ノウハウを活かした専門家の派遣や研修生の受入れなど技術
　協力による国際貢献を推進し、海外への技術移転に取り組んでいきます。

◆　川崎国際環境技術展や国際会議への出展等を通じ、上下水道局の環境への取組やかわビズ
　ネットの活動等について国内外への情報発信に取り組んでいきます。

◆　国土交通省から平成２５年３月に認定された「水・環境ソリューションハブ」のハブ都市
　として、入江崎水処理センターなどを「水環境技術のショーケース」として活用しながら、
　下水道分野における環境技術の海外への情報発信に取り組んでいきます。また、長沢浄水場
　において水道・工業用水道分野の環境技術について国内外への情報発信ができるよう取り組
　んでいきます。

共通

◆　世界の水環境は、人口増加、経済発展等により水資源の不足や水質汚濁などの問題を抱え
　ており、上下水道の整備が喫緊の課題となっています。
　　川崎市では、平成２４年５月に「上下水道分野における国際展開の実施方針」を策定し、
　世界の水環境改善に貢献するため、「官民連携による国際展開」と、「技術協力による国際
　貢献」の２つの基本方針を定め、環境技術を有する民間企業と連携した取組や、上下水道の
　事業運営の技術・ノウハウを活用した専門家の派遣や研修生の受入れ、水環境技術の情報発
　信等を進めています。

ラオスでの技術指導



◆　環境計画に基づく取組を着実に推進するためには、上下水道局のすべての職員が環境関係
　の知識を習得し、環境意識の向上を図ることが重要であることから、環境関係の講習会や研
　修等に職員を積極的に派遣します。

夏休み下水道教室の様子

【今後の取組】

Ⅳ-３-(２) 市民の環境学習の推進と広報活動の充実 共通

【今後の取組】
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作品コンクール表彰式の様子

かわさきみずみずフェア

◆　長沢浄水場に新しい広報施設を整備す
　るとともに、施設見学の受け入れ態勢の
　充実、拡大を検討します。
◆　新しい施設である入江崎水処理センタ
　ーについて、施設見学の受け入れ態勢の
　充実、拡大を検討します。
◆　作品コンクールの開催及び社会科副読
　本の配布を継続して実施します。
◆　夏休み水道教室、夏休み下水道教室及
　び山北町との交流事業を継続して実施し
　ます。
◆　川崎国際環境技術展等各種イベントに
　おける内容の充実を検討します。

◆　広報活動の一環として小学生の社会科
　学習に使用する副読本の配布や出前教室
　の実施、小学生を対象としたポスター等
　の作品コンクールの開催、市民や小学生
　を対象とした施設見学を実施しています。
◆　上下水道局が行っている環境施策につ
　いて、川崎国際環境技術展や「かわさき
　みずみずフェア」等の各種イベントで、
　情報提供を積極的に行います。

◆　職員研修の一環として、水道・下水道に関する研究報告会を開催し、環境技術の研究開発
　について職員が発表・聴講する場を設けています。
　　また、新規採用職員研修において、環境関係の科目を盛り込み、環境関係知識の習得及び
　環境意識の向上を図っています。

◆　環境計画年次報告書の公表、広報活動などを通じて、環境関係の取組を局内に周知し、職
　員の環境意識の向上を図っています。

Ⅳ‐３　環境意識の向上に向けた取組の推進

　上下水道事業における環境施策を着実に推進するためには、すべての職員が環境問題に
対する意識を高め、環境に配慮して行動するとともに、市民の皆様にも、積極的な情報提
供を通じて、上下水道事業と環境問題の関わりを理解していただくことが重要であると考
えています。
　上下水道局では、環境問題に対する職員及び市民の皆様の環境意識の向上に向けて、以
下の取組を進めていきます。

Ⅳ-３-(１) 職員の環境意識の向上 共通
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Ⅳ-３-(３) 環境計画年次報告書の公表 共通

◆　本計画に基づく上下水道局における環
　境保全の取組状況や環境会計（＊）を市
　民の皆様にお知らせするために、環境計
　画年次報告書を作成・公表しています。

【今後の取組】

◆　毎年度、環境計画年次報告書を作成・
　公表します。

＊環境会計＝環境保全の取組に必要とされる環境
保全コストと効果を比較し、その評
価を明らかにするための会計手法
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１　計画の推進体制

　本計画に基づき、環境施策を着実に推進していくためには、局全体で取組を進める必要
があることから、上下水道事業管理者（以下「事業管理者」という。）の下に「環境管理
統括者」及び「環境管理企画推進者」を置くとともに、すべての職場において環境に配慮
した事業活動を推進するため、各所属長（課長）を「環境管理推進者」、各所属の庶務担
当係長を「環境管理推進員」とし、全職員が一丸となって取り組んでいきます。
　また、本計画の進行管理、環境施策の調査・検討などを行う組織体制として、事業管理
者を本部長とする「環境施策推進本部」を設置し、推進本部の下には、本計画の進行管理
等を所管する「環境施策企画推進委員会」と、局のエネルギー管理、地球温暖化対策等を
所管する「省エネルギー対策検討委員会」を設置しています。また、両委員会の下部組織
として、ワーキング部会をそれぞれ置き、実務的な作業を行います。
　本計画における推進体制は、省エネ法に基づくエネルギー管理体制及び温対条例に基づ
く温室効果ガス削減の推進体制としての機能と役割を兼ね備えており、省エネルギー及び
温暖化対策に係る取組を効果的に進めていきます。
　また、「環境調整会議」や「温暖化対策庁内推進本部」に事業管理者が参画するほか、
「市の率先行動推進部会」などの下部組織に局職員が参画するとともに、環境管理統括者
が局の「率先行動推進会議」の座長を兼ねるなど、温暖化対策をはじめとする市の環境施
策との連携・整合を図りながら、率先して市の責務を果たしていきます。

【環境計画推進体制】

２　計画の進行管理

　本計画の最終年度である平成２８年度に向けて、環境施策を着実に推進していくために
は、すべての取組事項について進捗状況を的確に把握し、ＰＤＣＡサイクルを基本とした
年度単位での適切な進行管理を行う必要があります。
　各年度の取組状況・結果については、環境施策推進本部等において点検・確認を行い、
環境計画年次報告書として取りまとめ、公表することに加え、管理職会議などを通じて、
局全体で取組状況の共通認識を図るとともに、必要に応じてスケジュールの見直しを行う
など、取組内容を適宜修正しながら取組を推進していきます。

第４章 推進体制及び進行管理

＊１＝エネルギー管理統括者

＊２＝エネルギー管理企画推進者
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３　環境情報の共有化

　本計画を実効性のあるものとするためには、市民の皆様をはじめ、工事関係の事業者な
ど局外の関係者に対して、環境関係の情報提供を積極的に行い、環境に配慮した上下水道
事業の運営について、ご理解、ご協力をいただくことが重要であると考えています。
　環境施策の取組状況は、年度ごとに環境計画年次報告書として取りまとめ、ホームペー
ジなどを通じて、市民の皆様に公表します。また、様々な機会を捉えて、環境情報を随時
発信する一方で、市民意識調査などを通じて、市民の皆様からも、上下水道事業における
環境施策に関して、広くご意見、ご要望をいただけるようＰＲしていきます。局に寄せら
れたご意見等は、局内で情報の共有化を図り、可能な限り取組に反映させながら、本計画
を進めていきます。

【進行管理のイメージ】

PDCAサイクル

Plan（計画）
取組事項・目標の設定

Action（改善）
取組事項・目標の見直し

Do（実施）
取組の実施

Check（評価・点検）
取組結果の確認

環境コミュニケーション

情報提供

ご意見・ご要望

市
民
の
皆
様
・
関
係
者



川崎市上下水道局環境計画

（お問い合わせ先）

川崎市上下水道局調整担当

電 話：０４４－２００－３１４８

FAX：０４４－２００－３９８２

Email：80tyouse@city.kawasaki.jp

川崎市上下水道局の環境施策について、

皆様のご意見、ご感想をお待ちしています。


